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平成２９年第５回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 平成 29 年 5 月 19 日（金）午前９時

場 所 上里町役場 3階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第３０号 平成 29 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について

（２） 議案第３１号 平成 29 年度奨学資金貸付選考の意見について

（３） 議案第３２号 上里町私立幼稚園就園奨励費補助金に関する規則の一部を改正する

規則について

（４） 議案第３３号 上里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例について

（５） 議案第３４号 平成 29 年度上里町教育予算（６号補正）について

（６） そ の 他

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 平成 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



平成２９年第５回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

平成２９年５月１９日（金）

開 会 午前９時００分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場教育委員会室

午前９時４５分
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学校教育課長
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郷土資料館長
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＜ 開 会 ＞

前回会議録の確認をお願い致します。不明点・訂正箇所等ござい

ましたらご発言願います。

＜特になし＞

では、前回の会議録について、ご承認頂けたものといたします。

今回の議事録署名人については、島﨑委員にお願い致します。

それでは議事に入りたいと思います。議案第３０号でございま

す。事務局から説明お願い致します。

議案第３０号平成２９年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

についてご説明申し上げます。提案理由でございますが、要保護及

び準要保護児童生徒を認定し、学校運営の円滑化を図るため本案を

提出するものであります。概要及び内容についてご説明申し上げま

す。初めに概要でございますが、平成２９年４月１７日から平成２

９年５月１６日までに申請のあった申請者について、上里町要保護

及び準要保護児童生徒就学援助実施要項第５条に基づき認定を行

うものであります。続きまして認定内容でございますが、認定区分

が要保護の新規１件１名、準要保護の新規４件７名であります。

＜ 資料に基づき詳細を説明 ＞

１．教育長より挨拶

開会宣言

２．前回会議録の承認

教育長

委員

教育長

３.議事 教育長

教育庶務係長

会
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○ 小暮 伸俊

学校教育指導主事

○ 加藤 修

〇 丸山 修

生涯学習課長

○ 山田真奈美

〇 小久保幹則

学校教育課教育庶務係長



只今、議案第３０号について説明でありました。何かご意見・ご

質問等ございましたら、ご発言願います。

意見・感想ですが、今回の申請の中で、３人目のお子さんが０歳

児で、恐らく今まで夫婦共働きが可能だったのでしょうが、妻の出

産により夫の収入のみになってしまった。夫もそれ程高い年収では

ない。このような家庭が最近増えていて、その家庭への保障などを

考えていかなければならないような、典型的なケースだと思いまし

た。

そうですね。３月に３人目が生まれたばかりで、共働きが出来ず、

申請をされたものです。

他にございますか。

＜ な し ＞

他に無いようですので、議案第３０号は認定という事でよろしい

でしょうか。

＜ 異議なし ＞

議案第３０号は承認されましたので、事務局は、手続きをお願い

します。

次に議案第３１号について事務局説明をお願いします。

議案第３１号 平成２９年度奨学資金貸付選考における意見に

ついて、ご説明申し上げます。

提案理由でございますが、上里町長より平成２９年度上里町奨学

資金貸付申請について、教育委員会の意見を求められたので、本案

を提出するものであります。

概要及び内容について、ご説明申し上げます。始めに、概要でご

ざいますが、申請された者の実情を上里町奨学資金貸付条例第２条

の要件により調査した結果を同条第３条の規定に基づき、教育委員

会の意見を求めるものであります。続きまして、内容でございます。
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本年４月に貸付認定となりました１名より、貸付期間を高等学校

の３年間で申請していましたが、定時制高校のため１年間延長し、

４年間に変更の申請でございます。

以上で、平成２９年度奨学資金貸付選考における意見についての

提案及び内容説明とさせていただきます。

４月の教育委員会で就学資金貸付選考に関し認定した内の１件

で、当初、貸付期間を３年とした認定でしたが、定時制高校であっ

たため、申請者に対し貸付期間を４年に変更する意思の有無につい

て確認を行ったところ、４年へ変更したいとの申し出がありまし

た。今回の審議は１年間の期間延長をお諮りするものです。よろし

くお願いいたします。

＜異議なし＞

議案第３１号は承認されましたので、事務局は、手続きをお願い

します。

次に議案第３２号について事務局説明をお願いします。

議案第３２号上里町私立幼稚園就園奨励費補助金に関する規則

の一部を改正する規則について、ご説明申し上げます。

提案理由でございますが、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第３

条第３項に定める補助限度額等の改定に伴い、所要の改正を行うた

め、本案を提出するものであります。

概要及び内容について、ご説明申し上げます。

始めに、概要でございますが、一定の所得階層区分以下のひとり

親世帯等並びに多子世帯の保護者に対する負担軽減の拡充措置を

適用させるべく別表の国庫補助限度額を変更するものであります。

続きまして、内容でございます。

別表を次頁記載のように改めます。変更箇所につきましては、改

正後の該当部分を薄いグレーの枠で示してございます。

附則では、施行期日を定め、公布の日から施行するとし、この規

則の改正後の規定は平成２９年４月１日から適用するとしていま

す。
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以上で、上里町私立幼稚園就園奨励費補助金に関する規則の一部

を改正する規則の提案及び内容説明とさせていただきます。

慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

国の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の改正に伴い、上里町私立

幼稚園就園奨励費補助金に関する規則の一部を改正するものです。

改正箇所は、資料のとおりでございます。ご意見等ございますか。

＜異議なし＞

議案第３２号は承認されましたので、事務局は、手続きをお願い

します。

次に議案第３３号について事務局説明をお願いします。

なお、議案第３３号と次の議案第３４号は、平成２９年第３回上

里町議会定例会へ上程を予定しているものでございますので、秘密

会といたします。

＜議案第３３号・議案第３４号の議事は非公表＞

その他、委員の皆様から何かございますか。

＜特になし＞

続いて、教育長報告ですが、5月 11日に全国町村教育長総会に
参加してまいりました。前半が総会、午後からの後半が研究大会と

いうことで、講演と実践発表がありました。その時の講演者は、中

室牧子氏で、慶応大学の准教授、経済学者のお話でございました。

内容は、「教育に経済学を」ということで、「教育を評価するのにエ

ビデンスを用いましょう」と、埼玉でもエビデンスという言葉が出

ておりますが、それらを裏付けるのに経済学を使ってみてはどうか

と。いわゆる、統計的に見て今の日本はどうなのかと。話の内容は、

教育政策は皆評論家だと。何か問題があると色んなことを言うが、

本当に言っていることは統計的に見てエビデンス的に見て正しい

のか、正しくないのかと言った話が中心でした。
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統計学というと、見方により全く違った結果が出てくる。視点に

よってですが、全てが正しいとはならないが、統計的なものを用い

ることにより説得力が出てくる。と最終的にはお話しされていまし

た。

教育政策を立案する際には、統計的なものを使っていかないと、

これからはお金は取れませんよ。金を取るためには、しっかりとし

たエビデンスの基にやらなければいけない。と言うお話を聞いてま

いりました。

以上、教育長報告とさせて頂きます。

次に、その他の事項につきましてですが、私の方からは特にござ

いません。委員皆様から何かございますか。

無いようであれば、次回の定例教育委員会の日程ですが、施設訪

問終了後の、６月２１日の午後２時３０分からでいかがでしょう

か。

＜ 了 解 ＞

では次回の教育委員会は、平成２９年６月２１日水曜日、午後２

時３０分から当会場で行います。

これをもちまして、本日の定例教育委員会は閉会といたします。

皆様、お疲れ様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳

５．その他の事項
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